
JP 4132211 B2 2008.8.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力変換された手の甲の画像データから一定領域が設定される工程と，
　前記画像データのうち前記設定された領域内の画像データがフィルタリングされる工程
と，
　前記フィルタリングされた画像データが二値化される工程と，
　前記二値化された画像データから静脈分布パターンが抽出される工程と，
　前記抽出された静脈分布パターンから静脈の分岐点、前記分岐点における分岐の枝数及
び前記分岐点間の連結関係を示す分布特性が算出される工程と，
　前記算出された分布特性と，予め保持されている分布特性とが比較される工程と，
　前記算出された分布特性から前記抽出された静脈分布パターンの基準位置が定められる
工程と，
　前記定められた基準位置が，当該基準位置に対応する予め保持されている静脈分布パタ
ーンの基準位置に一致させられ，当該一致の前後における両静脈分布パターンがイメージ
比較される工程と，
　前記算出された分布特性，及び前記イメージ比較の結果に基づいて前記画像データが特
定の個人に対応するものであることが認識される工程と，
を含むことを特徴とする，静脈分布パターンを利用した個人識別方法。
【請求項２】
　前記一定領域が設定される工程は，
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　入力変換された画像データが二値化される工程と，
　前記二値化された画像データの白色領域に内接する最大面積の四角形が設定される工程
と，
を含むことを特徴とする，請求項１に記載の静脈分布パターンを利用した個人識別方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，個人識別装置，個人識別方法，及び個人識別システムにかかり，特に，手の甲
の静脈分布パターンを用いた個人識別装置，個人識別方法，及び個人識別システムに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
保安や人員管理等のための個人識別システムにおいては，磁気や高周波信号等を用いたカ
ードによるシステムが主流であり，カード自体が情報記憶能力を有する。しかし，カード
によるシステムの場合，カード所有者本人以外の者が使用した場合であっても，カード所
有者本人であると識別されるため，盗用された場合の対処が問題となっていた。
【０００３】
そこで，高度の保安が要求される個人識別システムとして，指紋を用いた個人認識システ
ムや，顔の形象を用いた個人認識システムの開発が行われている。しかし，指紋を用いた
個人認識システムの場合，正確な指紋の採取が期待できない場合があり，システムの適用
範囲が限られるという問題点があった。また，顔の形象を用いた個人認識システムの場合
，認識率が指紋認識を用いたシステムよりも低いという問題点があった。
【０００４】
上記問題点を解決するために，最近，識別が簡単で，かつ認識率の高いという特徴を有す
る，手の三次元形象を用いた個人識別装置が本願出願人によって開発され出願された。し
かし，この個人識別装置では手の形象が時間によって変化するので，随時データを更新す
る必要がある。また，個人識別装置を一定期間使用しなかった者の場合は，その者の手の
形象の変化を装置が把握できなくなり，識別ミスにつながるという問題点があった。
【０００５】
さらに，手の映像データには比較の基準位置を設定することができないので，手がいつも
一定位置に固定されることを必要とする。また，ある手段によって手の位置が固定された
としても，手の弾力により位置ずれが生じることは避けられず，手の形象の正確な識別や
比較を行うことが難しいという問題があった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は，従来の個人識別装置，個人識別方式及び個人識別システムが有する上記問題
点に鑑みてなされたものであり，本発明の第一の目的は，個人識別のための情報を盗用さ
れることがなく，かつ，個人の識別率を上げることの可能な，新規かつ改良された静脈分
布パターンを利用した個人識別方法を提供することである。
【０００９】
【発明を解決するための手段】
　上記課題を解決するための本発明のある観点によれば、入力変換された手の甲の画像デ
ータから一定領域が設定される工程と，前記画像データのうち前記設定された領域内の画
像データがフィルタリングされる工程と，前記フィルタリングされた画像データが二値化
される工程と，前記二値化された画像データから静脈分布パターンが抽出される工程と，
前記抽出された静脈分布パターンから静脈の分岐点、前記分岐点における分岐の枝数及び
前記分岐点間の連結関係を示す分布特性が算出される工程と，前記算出された分布特性と
，予め保持されている分布特性とが比較される工程と，前記算出された分布特性から前記
抽出された静脈分布パターンの基準位置が定められる工程と，前記定められた基準位置が
，当該基準位置に対応する予め保持されている静脈分布パターンの基準位置に一致させら
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れ，当該一致の前後における両静脈分布パターンがイメージ比較される工程と，前記算出
された分布特性，及び前記イメージ比較の結果に基づいて前記画像データが特定の個人に
対応するものであることが認識される工程と，を含む，静脈分布パターンを利用した個人
識別方法が提供される。また、前記一定領域が設定される工程は，入力変換された画像デ
ータが二値化される工程と，前記二値化された画像データの白色領域に内接する最大面積
の四角形が設定される工程と，を含むものであってもよい。
【００１５】
かかる方法によれば，静脈のパターンを最も多く含み，かつ，計算するデータ量を減らす
ことにより，データのデジタル信号処理を簡単にすることが可能である。さらに，アルゴ
リズムの計算効率が高いため，ハードウェアの費用を減らして安値に制作することが可能
である。
【００１６】
　かかる方法によれば，入力された手の手首が多少左右に傾くことにより，感知された映
像が一方に傾くことにより発生するパターンイメージの不一致をなくすことが可能である
。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照しながら，本発明にかかる静脈分布パターンを用いた個人識別装置
及び個人識別方法の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお，本明細書及び図面
において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については，同一の符号を付するこ
とにより重複説明を省略する。
【００２０】
図１は，本実施の形態にかかる静脈分布パターンを用いた個人識別装置１００の外形の概
略図であり，図１（Ａ）は個人識別装置１００の装置透視図であり，図１（Ｂ）は個人識
別装置１００の断面図である。まず，個人識別装置１００の構成について，図１（Ａ），
（Ｂ）を参照しながら説明する。個人識別装置１００は，手首を挿入するのに十分な大き
さ，例えば，図１（Ａ），（Ｂ）に示したように，幅が約１３ｃｍくらい，奥行きが約１
５ｃｍくらいに設計されている。
【００２１】
個人識別装置１００の正面上部の傾斜面には，使用者が個人固有識別番号等（以下，「キ
ーコード」と称する。）を入力するキー入力部１が備えられ，入力されたキーコードは後
述するマイクロプロセッサ３に入力される。使用者は，個人識別装置１００の正面に設け
られた手首添え木３０ｂに手首を置き，手を挿入する。使用者は，個人識別装置１００の
内部を横切るよう設けられた略円筒形の固定バーを手の甲が上方を向くように握る。
【００２２】
個人識別装置１００の内部上面には，手の甲を撮影するＣＣＤ（ＣｈａｒｇｅＣｏｕｐｌ
ｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）カメラ１０ａと，ＣＣＤカメラ１０ａの両側に設けられた近赤外線
照明１０ｂと，近赤外線のみを通過させる近赤外線フィルタ１０ｃと，が設けられている
。また，個人識別装置１００の裏側の下方には，外部装置との接続を行うインタフェース
コネクタ２ａが設けられている。なお，内部の底面３０，固定バー３０ａ，及び手首添え
木３０ｂには，近赤外線を吸収する近赤外線吸収体が塗布されている。
【００２３】
なお，本実施の形態のように，手の甲の映像を感知するために近赤外線を使うことが好ま
しいが，手を挿入する装置内部の空間に外部の光が入らないよう，ある程度密閉させる場
合には，可視光線を使って投射させ，ここから反射される映像を感知することからも手の
甲の静脈分布パターンを抽出することができる。さらに可視光線以外の光線，例えば，紫
外線等を近赤外線の代わりに使えることは言うまでもない。
【００２４】
また，個人識別装置１００に固定バー３０ａを設けなくても，使用者が軽く手を握って，
ＣＣＤカメラ１０ａに接近させることにより手の甲の認識を行うことも可能である。この
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場合は，使用者の手の甲が，ＣＣＤカメラ１０ａの撮影角度に含まれるように，手の位置
を固定する固定手段が必要であり，さらに，使用者の手が適当な位置に置かれたことを確
認するための確認手段，例えば，マイクロスイッチ等をＣＣＤカメラ１０ａの撮影位置の
前方に設ける等の手段を必要とする。
【００２５】
図２は，個人識別装置１００の内部構成を示すブロック図である。個人識別装置１００の
内部は，予め個人の静脈分布特性データが記憶されているデータメモリ２０ｂと，ＣＣＤ
カメラ１０ａから転送された手の甲の映像信号を静止画像データに変換するデータ変換器
２０ｃと，データ変換器２０ｃによって生成された静止画像データを一時的に記憶するビ
デオメモリ２０ａと，ビデオメモリ２０ａに一時的に記憶されていた静止画像データより
静脈パターンを抽出し，抽出された静脈パターンより分布特性データを検出する機能，及
び，キー入力部１から入力された個人識別情報に対応するデータメモリ２０ｂ内の静脈分
布特性と，上述の抽出された静脈パターンとを比較して，その同一性を判断する機能を有
するマイクロプロセッサ３と，から主に構成されている。マイクロプロセッサ３は，イン
タフェースコネクタ２ａ，インタフェースモジュール２ｂを介して，外部装置とのデータ
通信及び制御制御通信を行う。
【００２６】
図３は，上述の個人識別装置１００を使用した個人識別方法の流れ図である。まず，個人
識別を受ける者は，キー入力部１から自分のキーコードを入力したのち（ステップＳ１０
），個人識別装置１００の正面から装置内に手を挿入し，固定バー３０ａを握って手首を
手首添え木に支える。手を握ることによって抽出しようとする手の甲の静脈パターンがさ
らに鮮やかに現れる。次いで，マイクロプロセッサ３は，入力されたキーコードがデータ
メモリ２０ｂ内に存在するかを判断し（ステップＳ１１），入力されたキーコードがデー
タメモリ２０ｂ内に存在しない場合は，再びキーコード入力工程（ステップＳ１０）に戻
る。入力されたキーコードがデータメモリ２０ｂに存在する場合は，使用者の装置内に挿
入した手の甲の映像の読み取りが以下の工程によって行われる。
【００２７】
個人認識装置１００の内部上方に設置された近赤外線照明１０ｂによって近赤外線が下方
に放射され，中央に位置する近赤外線フィルタ１０ｃを通じて手の甲に照射される。近赤
外線は手の甲によって反射され，手の甲以外の部分に照射された近赤外線は，内部底面３
０，固定バー３０ａ，及び手首添え木３０ｂに塗布された近赤外線吸収体によって吸収さ
れる。手の甲によって反射された近赤外線は，近赤外線フィルタ１０ｃを介してＣＣＤカ
メラ１０ａによって感知されることになる。この時，近赤外フィルタ１０ｃは，外部から
投射された可視光線による手の甲の映像を完全に取り除くことから，外乱による影響を減
少させ，手の甲の映像認識率を高めることとなる。ＣＣＤカメラ１０ａによって感知され
る映像信号は，データ変換器２０ｃにより，図４（Ａ）に示したような静止画像データに
変換され，ビデオメモリ２０ａに一時的に記憶されることになる（ステップＳ１２）。
【００２８】
マイクロプロセッサ３は静止画像データを維持しながら画像データに二値化を行って，黒
白のみで構成される図４（Ｂ）に示したような画像データを得る。図４（Ｂ）では，手の
甲に当たる部分が白色で表され，背景が黒色で表されている。次いで，画像データの白色
で構成される領域内に内接し，かつ面積が最も大きい長方形の領域Ａを設定する（ステッ
プＳ１３）。領域を長方形に設定し，最大面積を有するようにする理由は，静脈のパター
ンを最も多く含みつつ，計算されるデータ量を減らすことより，データのデジタル信号処
理を簡単にするためである。
【００２９】
上記工程により長方形の領域Ａが設定されると，マイクロプロセッサ３は，ビデオメモリ
２０ａ内に一時的に記憶されている図４（Ａ）の静止画像データから長方形の領域Ａ内の
データのみを抽出し，この抽出されたデータについて画像の各画素値（ｇｒａｙ　ｔｏｎ
ｅ）の変化の多い部分を走査するために高帯域フィルタリングさせる（ステップＳ１４）
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。ステップＳ１４により，図５（Ａ）に示した長方形の領域Ａ内の画像が得られ，マイク
ロプロセッサ３は，図５（Ａ）の長方形領域内の画像データが高帯域フィルタリング過程
によって，濃淡（ｔｏｎｅ）が明瞭になったので，単にヒストグラムの最高点を選ぶこと
から，領域Ａ内の画像データに対して二値化を行い，図５（Ｂ）に示した画像データが得
られる（ステップＳ１５）。
【００３０】
二値化が行われても，図５（Ｂ）に示したように，静脈の境界線周辺には，多くの雑映が
存在することになるが，マイクロプロセッサ３は，こうした雑映を取り除くため，一定領
域内に属する黒白の画素の確率によって，黒または白の画素に代置させるメディアン（ｍ
ｅｄｉａｎ）フィルタリング過程を行う。このような過程を通じて，図５（Ｃ）に示した
，静脈パターンのみを含む画像データが抽出される（ステップＳ１５）。
【００３１】
マイクロプロセッサ３は，抽出された静脈パターンから静脈分布特性を検出し，データメ
モリ２０ｂに格納されたデータと比較して各々の個人を識別することになるが，その工程
は以下の通りである。まず，静脈の分布特性として，静脈パターンを細分化することによ
り静脈分岐特性を検出する（ステップＳ１６）。静脈の分岐特性は，静脈の分岐点，分岐
点での分岐の枝の数，及び分岐点間の連結関係を細部要素として構成される。
【００３２】
例えば，図５（Ｃ）に示した静脈パターンから得られた静脈分布特性についてみると，分
岐点の総数が９つ（ａ，ｂ，・・・，ｉ）で，そのうち，分岐点ａには３つの枝が連結さ
れており，その中の１つの枝は分岐点ｅと連結している。分岐点ａの分岐の枝の数が３つ
であり，連結分岐点が１つであるということは，他の残り２つの枝は断絶された枝，すな
わち，他の分岐点に連結していない枝であることを示している。他の分岐点（ｂ，ｃ，・
・・，ｉ）に対しても同様に分岐の枝の数及び連結分岐点を調べる。結果をまとめると，
図６に示した分岐特性資料が得られる。
【００３３】
上述の分岐特性資料が得られると，マイクロプロセッサ３は，データメモリ２０ｂに記憶
されている，キーコードに該当する人物の分岐特性資料と比較し，同一人物であるかを判
断する（ステップＳ１６）。
【００３４】
また，個人識別の精度を高めるため，抽出された分岐点（ａ，ｂ，・・・，ｉ）の中の２
つ以上の特定分岐点（例えば，左上段の分岐点ａと右下段の分岐点ｇ）を，予めデータメ
モリ２０ｂ内に記憶されている静脈パターンデータの特定分岐点と一致させてから，分岐
特性資料が抽出される前の静脈パターンデータとの画素の相関関係（ｃｏｒｒｅｌａｔｉ
ｏｎ）を得ることになる（ステップＳ１７）。この時，一致させる特定分岐点を２つ以上
にする理由は，入力された手の手首が多少左右に傾くことにより，ＣＣＤカメラ１０ａに
感知された映像が一方に傾いて発生するパターンのイメージの不一致をなくすためである
。
【００３５】
二つの比較過程（ステップＳ１６，Ｓ１７）による比較値（相関性）が全部一定値以上で
あるかを判断して（ステップＳ１８），一定値以上である場合，手を入力した個人をキー
コードによって指定された特定人物であると認識し，インタフェースコネクタ２ａを通じ
て制御信号を出力し，外部への所定の処理（例えば，扉の開閉等）を行う（ステップＳ２
０）。一方，二つの比較結果の内，一つでも一定値以下であればマイクロプロセッサ３は
該当人物でないと判断し，扉の開閉等の処理は行わない（ステップＳ２１）。
【００３６】
図７は，上述のように構成され，動作する個人識別装置１００を総合的に運用する個人識
別システム４００の構成を示したものである。個人識別システム４００は，複数の個人識
別装置１００と，区分される個人との静脈パターン及び分岐特性を集中的に記憶している
データ記憶装置３００と，個人識別装置とデータ記憶装置３００の間のデータ通信を行う
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通信網２００と，から主に構成されている。
【００３７】
上記のように構成された総合的個人識別システム４００では，まず一定区域別に個人識別
装置１００を設置し，個人識別装置１００は，その区域のみに出入りが制限されている個
人の静脈パターン及び分岐特性を記憶し，キーコードについて識別を受ける全員に対して
記憶いておいて，データ記憶装置３００は，出入が区域制限されない個人や出入が多数の
区域に制限される個人の静脈パターン及び分岐特性を集中的に記憶する。
【００３８】
上記のように構築された総合的個人識別システム４００では，区域制限のない個人がある
個人識別装置１００にキーコードを入力すると，個人識別装置１００は該当キーコードの
存在を確認したのち，該当静脈パターン及び分岐特性を抽出すると同時に，通信網２００
を通じて，データ記憶装置３００に対し，記憶されている静脈パターン及び分岐特性を要
求する。
【００３９】
要求されたデータが通信網２００を通じて受信されると，上述の比較動作を行ってから特
定個人を識別することになる。このように移動可能で，制限区域が多数の個人の場合は，
データ記憶装置３００に集中して管理することから，その個人の身の上の変化等の時に管
理しやすく，同一データを多方面に分散しないために，データ記憶空間を効果的に使える
。また，上述の実施の形態から，設置された個人識別装置１００が少数である場合には，
別の通信網を構築しなくても，データ記憶装置３００と個人識別装置１００の間を直接連
結して通信回線路を利用することも可能である。
【００４０】
以上，添付図面を参照しながら本発明にかかる個人識別装置，個人識別方法，及び個人識
別システムの好適な実施形態について説明したが，本発明はかかる例に限定されない。当
業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり，それらについても当然に本発明の技術的範
囲に属するものと了解される。
【００４１】
【発明の効果】
以上説明したように，本発明によれば，以下のような優れた効果を奏する。
【００４２】
本発明による静脈分布パターンを用いた個人識別装置及び個人識別方法，そして，総合的
個人識別システムはアルゴリズムの計算効率が高いため，ハードウェアの費用を減らして
安値に制作でき，個人間の識別ができ，変化の全くない手の甲の静脈パターンを用いて個
人識別をすることによりカードキー等を利用する場合の紛失，盗用の恐れがなく安全であ
ると同時に，手を一定位置に固定する必要がないので，さらに便利に利用でき，かつ高い
識別特性を有する。
【００４３】
また，総合的個人識別システムを運用することにより，大規模な人員の管理が必要な場合
や，区域の移動の多い者とそうでない者とが混在している分野でも効率的な識別データの
メモリの使用ができるので，経済性及び利便性，そして適用分野にも制限されない最も優
れた発明である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による静脈分布パターンを用いた個人識別装置の説明図であり，図１（Ａ
）は斜視図であり，図１（Ｂ）は断面図である。
【図２】発明の実施の形態にかかる個人識別装置の内部の構成を示す説明図である。
【図３】本発明による静脈分布パターンを用いた個人識別方法の流れ図である。
【図４】映像信号とそれを二値化した状態とを比較するための説明図であり，図４（Ａ）
は映像信号を示しており，図４（Ｂ）は影像信号を二値化した状態を示している。
【図５】静脈分布特性を得る工程を示す説明図であり，図５（Ａ）は静脈特性部分を設定
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して高帯域フィルタリングさせた映像データであり，図５（Ｂ）は図５（Ａ）のデータを
二値化させた映像データであり，図５（Ｃ）は図５（Ｂ）のデータに雑映を取り除くメデ
ィアン（ｍｅｄｉａｎ）フィルタリングさせた結果の静脈分布特性である。
【図６】静脈分布パターンから抽出，生成された分岐特性資料を示す説明図である。
【図７】本発明にかかる個人識別装置を総合的に運用する個人識別システムの構成を示す
説明図である。
【符号の説明】
１　キー入力部
２ａ　インタフェースコネクタ
２ｂ　インタフェースモジュール
３　マイクロプロセッサ
１０ａ　ＣＣＤカメラ
１０ｂ　近赤外線照明
１０ｃ　近赤外線フィルタ
２０ａ　ビデオメモリ
２０ｂ　データメモリ
２０ｃ　データ変換器
３０　底面
３０ａ　固定バー
３０ｂ　手首添え木
１００　個人識別装置
２００　通信網
３００　記憶装置

【図１】 【図２】
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【図７】
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